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規制・制度改革に関する分科会（第３クール）の進め方（案） 


 


 


１．基本的な視点 


規制・制度改革は、財源を使わずに社会経済を活性化する重要な取組である。 


「規制・制度改革に関する分科会」（以下「分科会」という。）の第３クールの活


動においては、東日本大震災後の新たな社会経済を構築し、震災以前よりも力強い


新しい日本を再生するとの視点から、改革を進める。 


 


２．具体的な進め方 


（１）政府の優先課題に関する取組 


政府の優先課題に対応して、規制・制度面における必要な改革を推進するた


め、２つのワーキンググループを設置し、具体的な改革事項の検討を行う。 


①第１ワーキンググループ（復旧・復興／日本再生） 


・ 東日本大震災からの復旧・復興を支えるため、全国から被災地へのヒト・


モノ・カネの動きの加速、全国ベースでの防災機能の強化に資するような


規制・制度の見直しを検討する。 


・ 日本の社会経済の再生に資するような規制・制度改革事項のうち分科会


で取り組むべきもの（例えば、技術の進歩、長寿社会に資するイノベーシ


ョンの推進、質の高い商品・サービスの拡大に関するもの）について検討


する。 


・ 「日本再生のための戦略に向けて」（平成 23 年 8 月 5 日閣議決定）に掲


げられているＥＵ等との経済連携を通じた日本再生に資する観点から、貿


易及び国際投資の促進に向けた規制・制度の見直しを検討する。 


・ 具体的な改革事項の検討に当たっては、政府内の関係部局と必要な連携


を行う。 


 


② 第２ワーキンググループ（エネルギー） 


・ 「政府のエネルギー規制・制度改革アクションプラン」（平成 23年 11月


１日エネルギー・環境会議決定）を踏まえ、再生可能エネルギー及びそれ


に関連する規制・制度を中心に見直しを検討する。 


・ 過去に決定した改革事項のうち関連するもののフォローアップを行うと


ともに、必要に応じ新たな改革事項についても検討する。 


・ 具体的な改革事項の検討に当たっては、政府内の関係部局と必要な連携


を行う。 
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（２）フォローアップ及び重点分野に関する取組 


上記（１）以外の分野において改革を推進するため、分科会は、以下の取組


を実施する。 


①フォローアップ 


・ 過去に決定した改革事項について、未だ実現していないものは、実現して


いない理由の分析・検証が必要である。かかる観点からフォローアップの方


針を策定し、同方針に基づき、フォローアップを先行して実施する。 


②重点分野 


・ 分科会での議論を踏まえ、農業や医療、ＩＴを中心に重点的に取り組むべ


き分野を定め、具体的な改革事項の検討を行う。 


 


（３）「国民の声」・各種団体からの要望への対応等 


上記に加え、分科会は、以下の取組を行う。 


・ 「国民の声」や各種団体からの要望について、その内容を事務局にて整理


し、分科会等で議論することが適当な案件は、分科会等で取り扱う。 


・ 規制全般について、国際基準との整合性、規制と自己責任のバランス、規


制の改廃手続の透明性向上・ルール化の視点を踏まえ、見直しに向けた考え


方を検討する。 


 


３．スケジュール 


以上の取組について、成果の上がったものについては随時取りまとめを行うとと


もに、平成 24年６月を目途に最終取りまとめを行う。 


 








 


 


資料２ 


大上委員意見 


 


  平成 23年 11月８日 


 


 


・ＷＧの設置による進め方について、支持します。また、分科会委員に関して


は、各ＷＧにおける議論に常に参加する事を可能にして、絶えず全体感と課題


間の横串連携を確保すべき、と考えますが如何でしょうか？ 


 


・第１ＷＧにおけるテーマで、貿易及び国際投資の促進に向けた規制制度の見


直しは、金融や知財など、重要かつ大きな深いテーマを含んでいるように思い


ます。このような分野に於いて個別の項目議論に入る前に、そもそも論として


課題の本質や、長期的な規制制度改革のロードマップ等を議論できるのであれ


ば、より意味が有る取り組みになると思われます。 


 


・第１クールのまとめで、当時の大塚分科会長が規制制度の改革に関する方針


を書いています。グローバル原則やサンセット原則等、重要な方針上の項目が


網羅されているように思えますので、改めてどこかで棚から下ろし埃を払って、


今回の議論の中で活用して行く事を考えてはどうでしょうか？ 


 


                                     


以上 





